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発行 １５．4．28 
 
      ＪＲ東労組 業務部 

・維持管理業務の枠組みは変わらないが、建設
工事費の予算配分を行う！ 

・金額で現在の修繕工事の 1 割弱の規模 
（全体で 50 億円の内 4 億円程度） 

・ 契約～しゅん功まで全て（全体で 50 億円） 
 

支社：予算配布の際に建設工事費を配布し、
WBS 等を知らせることが追加。 

技セ：得喪の下調書 作成⇒受け取る 
ＢＴ：建設工事費の老朽取替工事が施工可能に

なる。得喪の下調書の作成の追加。 

設備の機能維持のための検査に基づき設備の修繕などの一連の業務  大宮,高崎が6～7月予定。その他が 4～5月予定。 

駅構内・駅間の区分、運転設備に係るものの区分は、修繕工事と同じ考え方 

BT 維持管理設備の老朽取替のうち「高度な技術的判断を要さない設備」「他系統との調整が少ない設備」  

新設・改良の工事や老朽取替にあわせて新たな機能を加えるもの 

2008 年からの議論経過を踏まえて 2010
年に締結した確認メモで、『ビルテック(以下
「BT」)へ建設工事費の委託拡大の際に、再
度労使議論すること』になっている。労使議
論なしに通達を出すことは確認メモ違反だ！ 

当時目指していたものは、「新設・改良」
工事の委託であり、今回はあくまでも
設備の維持管理の一環であり趣旨が違
う。会社会計上の議論で「建設工事費」
という言葉が出ているだけだ。 

労使の合意形成をはかり現場に周知するため
にも、連絡文書を停止して議論すべきだ！ 

連絡文書を止めないと議論できないと
いうことはない。 

単純に傷んだ設備の取り替え 


